
         

 

運動施設のご利用案内 

 

佐倉市民の方を対象に、庭園内の「多目的グラウンド」と「テニスコート」をお貸しします （完全予約制） 

 

■多目的グラウンド （80㎡） 軟式野球・ソフトボール等に使用できます 

貸出期間 ： 3月～11月 

貸出日   ： 第 1 ・ 第 3日曜日、及び第 2 ･ 第 4土曜日  

貸出時間 ： 10:00～16:00 

貸出単位 ： 1 コマ 3時間 （10:00～13:00/13:00～16:00） 

料金    ： 3,000円/ｺﾏ 

■ テニスコート  敷地奥より A・B・C・D 計 4面あります 

貸出期間 ： 通年  

貸出日   ： 第 1 ・ 第 3日曜日、及び第 2 ･ 第 4土曜日  

貸出時間 ： 10:00～16:00  

貸出単位 ： 1面につき 1 コマ 2時間 （10:00～12:00/12:00～14:00/14:00～16:00） 

料金    ： 1,000円/ｺﾏ 

   

 

※ 貸出日は、都合により変更となる場合があります。  

※ 予約上限数は、1チームにつき《4コマ/日》、《10コマ/月》までです。明らかなルール違反が認められた

場合は、貸し出しをお断りすることがあります。 



         

 

お手続きの流れ  

■ご予約 

ＤＩＣ緑地ひろば、運動施設専用フォームよりお申し込みください。

https://e-ve.event-form.jp/pages/5958/rent 

 

お申し込み完了後、自動返信メールが届きます。 

セキュリティ・迷惑メール対策等の設定により、メールが届かない場合がございます。 

@event-form.jpからのメールが受信できるよう、事前に設定をお願いいたします。 

 

■受付期間 

ご利用月前の 1日 10:00～10日 16:00に先着順にてお申し込みいただけます。  

 

■キャンセルについて 

・キャンセルされる場合は、ご利用前日までにご予約完了メールに記載の URLよりお手続きください。 

・悪天候によるグラウンドやコートの不良のためキャンセルされる場合は、ご利用当日中に該当するコマを 

メールにてお申し出ください。なお、別のコマへの振替えは致しかねます。 

 

■当日のご案内 

・ご予約時間の 10 分前になりましたら、正門で係員にご予約完了メール（または出力された用紙）をご提示

ください。鍵の開閉を係員が行います。 

・天候不良等によるご来場後のキャンセルが生じた場合は、必ず当日中に下記までご連絡ください。 

当日を過ぎますとキャンセル不可となりますのでご注意ください。 

・グラウンド脇のラウンジはご利用いただけません。自動販売機は庭園奥のテラスにございます。 

・緊急時は庭園巡回中の係員までご連絡ください。 Tｅｌ： 043-498-2672 

 

■お支払い方法と期間 

・当月最終ご利用後、翌月 1日～10日に合計金額を銀行振込にてお支払いください。 

・お申し込み時の【振込人ご名義】にてお振込みください。 

・領収書の発行は致しかねます。あらかじめご了承ください。 

 

［銀行振込口座］ 

三菱 UFJ銀行日本橋支店 普通預金 0162543 

口座名義：DIC株式会社〈ディーアイシー（カ〉 

※振込手数料はご負担ください。 

https://e-ve.event-form.jp/pages/5958/rent


         

 

 

■ポリシー 

・ご連絡のないキャンセルが多く見受けられる予約者（チーム）につきましては、ご利用をお断りする場合が

ございます。 

・ご利用の権利を他の方に譲渡・転貸することは出来ません。 

・敷地内は火気厳禁です（指定喫煙所での喫煙時を除く）。 

・運動施設内での食事・喫煙はご遠慮ください。 

・小学生以下の方が運動施設を利用する場合には、責任者が引率して下さい。 

・お車でお越しの方は第４駐車場をご利用ください。 

 ・施設内では、専用のシューズをお履きください。 

 ・ご利用後は必ず清掃、道具類の片付けをしてください。ゴミはお持ち帰りください。 

  ・施設内でのケガ・事故・盗難などについては、一切責任を負いません。 

・利用上の注意を守らない場合や係員の指示に従わない時は、退出していただくことがあります。 

・施設の備品については下記までお問い合わせください。 

 

DIC緑地ひろば 運動施設 

gyomu-green@ma.dic.co.jp 

 

〒285-8505 佐倉市坂戸 631 Tel : 043-498-2672 （緊急時以外のお電話はご遠慮ください） 

 

2025年 10月 7日改定 


